
窓 口
業務時間

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
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セ
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〜
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サ
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お
知
ら
せ

非
課
税
世
帯
に
臨
時
給
付
金

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格
な
ど
の
物

価
高
騰
対
策
と
し
て
、
本
年
度
住
民
税
非

課
税
世
帯
に
対
し
、
臨
時
給
付
金
３
万
円

を
支
給
。
対
象
者
へ
は
7
月
上

旬
に
申
請
書
類
を
発
送
し
ま
す
。

支
給
方
法
な
ど
詳
し
く
は
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
６
月
１
日
時
点
で
本
市
に
住
民
登
録
が

あ
り
、
世
帯
全
員
が
本
年
度
住
民
税
非
課

税
の
世
帯
（
住
民
税
課
税
者
の
被
扶
養
者

の
み
の
世
帯
は
除
く
）

給
付
金
額
＝
１
世
帯
当
た
り
３
万
円

問
社
会
福
祉
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
１
１
９
２

セ
ミ
を
通
じ
て
季
節
を
感
じ
て

　
「
み
ぢ
か
な
季
節
か
ん
じ
隊
」
の
セ
ミ

の
調
査
を
実
施
。
８
月
31
日
㈭
ま
で
に
市

内
の
身
近
な
自
然
環
境
で
確
認
し
た
セ
ミ

の
様
子
を
、
調
査
票
に

ま
と
め
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
詳
し
く
は
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

調
査
票
の
配
布
＝
市
役

特
殊
建
築
物
は
定
期
報
告
を

　

大
勢
の
人
が
利
用
す
る
特
殊
建
築
物
は
、

そ
の
状
態
を
定
期
的
に
調
査
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
次
に
該
当
す
る
建
築
物
の
所

有
者
か
管
理
者
は
、
資
格
の
あ
る
専
門
家

に
調
査
を
依
頼
し
、
定
期
報
告
書
を
７
月

31
日
㈪
ま
で
に
市
役
所
建
築
指
導
課
へ
提

出
を
。
ま
た
、
防
火
設
備
の
定
期
報
告
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
11
月
30
日
㈭
ま
で

に
同
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
一
定
規
模
以
上
の
劇
場
、
映
画
館
か
演

芸
場
、
病
院
、
診
療
所
（
患
者
の
収
容
施

設
が
あ
る
も
の
に
限
る
）、
就
寝
用
福
祉

施
設
、
百
貨
店
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
展
示
場
、

キ
ャ
バ
レ
ー
、
カ
フ
ェ
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、

バ
ー
、
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
、
遊
技
場
、
公
衆

浴
場
、
料
理
店
、
飲
食
店
か
物
品
販
売
業

を
営
む
店
舗

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
３

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

　

本
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額

１
万
６
，
５
２
０
円
で
す
。
な
お
、
低
所

得
や
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

難
し
い
場
合
、
納
付
の
免
除
や
猶
予
制
度

が
あ
り
ま
す
。
納
付
期
限
か
ら
２
年
以
内

な
ら
遡
っ
て
申
請
で
き
ま
す
。
な
お
、
こ

れ
ま
で
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
の
承
認
を

受
け
て
い
る
人
で
も
、
改
め
て
本
年
度
の

免
除
申
請
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
金
事
務
所
や
市
役
所
市
民
課
、
各
支
所

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
〈
免
除
申
請
〉
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯

主
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下

〈
納
付
猶
予
申
請
〉
50
歳
未
満
の
人
で
、

本
人
や
配
偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下
〈
学
生
納
付
特
例
申
請
〉
学

生
（
学
生
証
か
在
学
証
明
書
が
必
要
）
で

本
人
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
（
い
ず

れ
も
失
業
（
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票

な
ど
が
必
要
）
に
よ
る
減
収
な
ど
が
あ
っ

た
人
は
、
特
例
申
請
が
可
能
）

問
市
民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
４

給
水
管
の
漏
水
は
修
理
を

　

配
水
管
か
ら
メ
ー
タ
ー
ま
で
の
漏
水
修

理
は
自
然
漏
水
に
限
り
、
水
道
局
が
実
施

し
ま
す
。宅
地
内
の
メ
ー
タ
ー
下
流
側
は
、利

用
者
負
担
で
す
。
同
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
の
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
に
依

頼
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
休
日
の
指
定

事
業
者
は
右
表
の
と
お
り
。
悪
質
な
水
道

修
理
業
者
や
同
局
職
員
を
装
っ
た
悪
質
な

訪
問
販
売
、
詐
欺
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

問
水
道
整
備
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
３
０
３
３

市
町
村
振
興
宝
く
じ
が
販
売
開
始

　

７
月
４
日
㈫
か
ら
８
月
４
日

㈮
ま
で
、
市
町
村
振
興
宝
く
じ

（
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
・

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
ミ
ニ
）
が
発
売
さ
れ
ま

す
。
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
賞
金
は
、

１
等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
７
億
円
。
収
益

金
は
市
町
村
の
ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
使
わ

れ
ま
す
。
購
入
は
右
記
二
次
元
コ
ー
ド
の

宝
く
じ
公
式
サ
イ
ト
か
ら
も
で
き
ま
す
。

問
県
市
町
村
振
興
協
会

☎
０
２
７
‐
２
９
０
‐
１
３
５
０

所
環
境
政
策
課
、
各
支
所
・
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
。
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

申
９
月
７
日
㈭
ま
で
に
郵
送
で
。
調
査
票

に
記
入
し
、
市
役
所
環
境
政
策
課
（
☎
０

２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
９
２
）
へ

夏
の
県
民
交
通
安
全
運
動
を
実
施

　

７
月
11
日
㈫
か
ら
20
日
㈭
ま
で
、
夏
の

県
民
交
通
安
全
運
動
を
実
施
。
運
動
重
点

項
目
は
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防

止
、
自
転
車
の
交
通
安
全
意
識
の
向
上
と

交
通
事
故
防
止
で
す
。
交
通
ル
ー
ル
や
マ

ナ
ー
を
守
り
、交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

●
道
路
交
通
法
の
一
部
改
正

　

７
月
１
日
㈯
か
ら
一
定
の
基
準
に
該
当

す
る
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
な
ど
、
特
定
小

型
原
動
機
付
自
転
車
に
関
す
る
規
定
が
施

行
さ
れ
、
運
転
免
許
不
要
な
ど
の
新
し
い

交
通
ル
ー
ル
が
適
用
と
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
県
警
察
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
本
規
定
の
施
行
に
伴
い
、
７
月

３
日
㈪
か
ら
課
税
標
識
（
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
）
を
、市
役
所
市
民
税
課
で
交
付
・

交
換
し
ま
す
。
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
県
民
交
通
安
全
運
動
に
つ
い
て
は
共
生

社
会
推
進
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
６
２

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
に
つ
い
て
は
市
民
税
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
４
２

介
護
保
険
料
の
通
知
書
を
送
付

65
歳
以
上
の
人
を
対
象
に
、

本
年
度
の
介
護
保
険
料
決
定
通

知
書
と
納
付
書
を
７
月
中
旬
に

郵
送
し
ま
す
。
保
険
料
は
、
本
人
の
所
得

額
と
４
月
１
日
時
点
の
世
帯
員
の
市
民
税

課
税
状
況
に
応
じ
て
決
定
。
納
付
方
法
は
、

年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
特
別
徴
収
と
納

付
書
や
口
座
振
替
で
支
払
う
普
通
徴
収
の

２
つ
が
あ
り
ま
す
。
老
齢
基
礎
年
金
な
ど

の
年
間
受
給
額
が
18
万
円
以
上
の
人
は
特

別
徴
収
に
。
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
で

保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
申
請

で
減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
介
護
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
５
８

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
送
付

　

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
人
や
総
合
事
業
の
対

象
者
に
、
介
護
保
険
負
担
割
合

証
（
紫
色
）
を
７
月
中
旬
に
郵
送
。
８
月

以
降
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
利
用
す
る

と
き
は
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
と
一

緒
に
こ
の
負
担
割
合
証
を
事
業
所
へ
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

問
介
護
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
５
７

都
市
計
画
決
定
と
縦
覧

　

粕
川
町
込
皆
戸
地
区
の
前
橋
勢
多
都
市

計
画
特
定
用
途
制
限
地
域
の
変
更
と
前
橋

勢
多
都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に
伴
い

関
係
図
書
を
縦
覧
し
ま
す
。

場
県
都
市
計
画
課
、
市
役
所
都
市
計
画
課

問
都
市
計
画
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧

　

千
代
田
町
中
心
拠
点
地
区
の
決
定
に
伴

い
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

時
７
月
18
日
㈫
〜
８
月
１
日
㈫
（
土
日
曜

を
除
く
）

縦
覧
場
所
＝
市
役
所
都
市
計
画
課

意
見
書
の
提
出
＝
計
画
に
意
見
の
あ
る
人

は
８
月
１
日
㈫
（
必
着
）
ま
で
に
意
見
書

を
同
課
へ

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
４
３

ようこそ
市長室へ

HP

市長コラム
Mayor's  Column

　いつの間にか小さなドングリから芽が出て、いつしか
それが広がって森になるように、この10年、私が市民の
皆さんに約束したことが少しずつ実現し、そして進化し
てきました。
　スローシティや移住、古民家の活用、農業の６次産
業化、県立赤城公園活性化に向けた基本構想…赤城南
麓に始まったスローシティの芽が、大沼の湖までつなが
りました。そして、この豊かな自然と歴史の息遣いを身
近に感じて、毎年、大勢の移住の仲間が増えています。
　政策アイデアの広がりが、今、「前橋」全体に起きてい
ます。前橋に元気が戻ってきました。

休日の水道局指定給水工事事業者
期日 事業者

７月２日㈰ 東邦設備工業（天川原町一丁目）☎027-223-5501
誠興設備工業（富士見町米野）☎027-289-0006

７月９日㈰ 畑建設（野中町）☎027-263-4451
志村工業（滝窪町）☎027-283-5370

７月16日㈰ 鎌塚設備（西片貝町二丁目）☎027-221-0213下田農機具店（富士見町時沢）☎027-288-2070

７月17日㈪ 市川建設（三俣町三丁目）☎027-232-1231太田建設（粕川町女渕）☎027-285-2046

７月23日㈰ 磯田興業（後閑町）☎027-265-3309小林設備（富士見町時沢）☎027-288-2755

７月30日㈰ 五代設備工事（下細井町）☎027-234-5032石橋設備工業（苗ヶ島町）☎027-283-4455

光射す　赤
あか

城
ぎ

嶺
ね

見上げ　一呼吸




